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巻
頭
言

還
暦
を
迎
え
た
世
界
人
権
宣
言

聖
学
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総
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究
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副
所
長
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学
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学
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戸

光

晴

今
年
十
二
月
十
日
で
世
界
人
権
宣
言

d
E
2
3包
巴
ゅ
の
]
民
主

8
え
国
ロ
5
8
E
m
F
Z
w
が
六
十
周
年
を
迎
え
る
。
こ
の

宣
言
は
エ
レ
ノ
ア
・
ル

1
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
米
国
前
大
統
領
(
当
時
)
夫
人
の
強
い
指
導
に
よ
り
、
カ
ナ
ダ
の
国
際
法
学
者

ジ
ョ
ン
・
ハ
ン
フ
リ
ー
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
、

そ
れ
を
も
と
に
フ
ラ
ン
ス
人
ル
ネ
・
カ
サ
ン
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
。

ハ
ン
フ
リ
ー
た
ち
は
、

「
二
二
五
年
の
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
、

一
六
八
九
年
の
権
利
章
典
(
イ
ギ
リ
ス
)
、

一
七
八
九
年
の

人
お
よ
び
市
民
の
権
利
宣
言
(
フ
ラ
ン
ス
)
、

一
七
八
七
年
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
、

一
七
九
一
年
の
権
利
章
典
(
フ

ラ
ン
ス
)
が
参
照
さ
れ
た
」

と
証
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
提
案
に
あ
た
っ
て
は
、
組
織
と
し
て
ユ
ネ
ス
コ
、
米
国
法
律

家
協
会
、

ユ
ダ
ヤ
系
米
国
人
会
議
、
女
性
労
働
組
合
連
合
、
米
州
法
曹
協
会
な
ど
が
含
ま
れ
、
個
人
と
し
て
は
H
・

G
・
ウ
ェ
ル
ズ
、

H
・ロ

1
タ
l
パ
ク
ト
、

E
・
H
・
カ

1
、

ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
ら
が
関
わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る

(
H
・
プ

l
ル
『
世
界
の
人
権
』
梅
田
徹
訳
、
明
石
書
底
、
二

O
O
一
年
。
司

gr-EEH.F
同
尽
き

S
N民
h
p
H
n
同
点
。

同
窓
ミ
笠
岡
高
号
、
内
噛
悼
の

p
d
5
0
q
M
p
g
ω
・
5
3・
参
照
)
。
こ
の
宣
言
は
大
部
分
の
国
連
加
盟
国
が
承
認
し
た
が
、
東
欧

3 

六
カ
国
、
南
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
が
棄
権
し
た
。
棄
権
国
か
ら
逆
に
、
こ
の
宣
言
の
明
確
な
思
想
的
主



張
を
感
受
で
き
る
。

さ
て
こ
の
宣
言
は

「
す
べ
て
の
人
民
と
す
べ
て
の
国
家
と
が
達
成
す
べ
き
共
通
の
基
準
と
し
て
」

4 

公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
の
法
的
拘
束
力
は
持
た
な
い
が
、
後
に
条
約
化
し
た
形
で
こ
の
内
容
を
実
効
あ

ら
し
め
ん
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
凶

EOBmw位
。
ロ
巳
わ
。

5
5
E。
口
開

g
g
B
F
F巳
包
自
己
わ
己

E
S
-
E
m
F
g
w
(
A社
会

権
規
約
)
と

t
R
B色
。
ロ
巴

P
5
5
E
g
c
i
z
E
司。

5
2
-
E
m
F
Z
.
(
B自
由
権
規
約
)
と
議
定
書
か
ら
な
る
国

一
九
七
六
年
に
発
効
し
た
。
行

2
3
8べ
と
い
う
、
通
常
何
ら
か
の
重
要
な
実
行
行
為
が

際
人
権
規
約
が
採
択
さ
れ
、

伴
う
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
用
語
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
規
約
の
発
効
に
よ
り
、
現
代
の
各
人
権
擁
護

運
動
の
普
遍
的
基
礎
づ
け
が
確
立
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
世
界
人
権
宣
言
は
、
世
界
に
先
駆
け
て
日
本
に
と
っ
て
特
別
な
歴
史
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
日
本
国
と
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
中
で
世
界
人
権
宣
言
が
明
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
一
九
五
二
年
)
。
す
な
わ
ち
そ
の
前
文
で
「
日
本
国
と
し
て
は
、
国
際
連
合
へ
の
加
盟
を
申
請
し
且
つ
あ
ら
ゆ
る
場
合

に
国
際
連
合
憲
章
の
原
則
を
遵
守
し
、
世
界
人
権
宣
言
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
し
(
太
字
筆
者
)
、
:
:
:
安

定
及
び
福
祉
の
条
件
を
日
本
国
内
に
創
造
す
る
た
め
に
努
力
し
:
:
:
宣
言
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

一
国
の
再
出
発

に
際
し
、
世
界
人
権
宣
言
を
遵
守
す
る
こ
と
を
世
界
に
条
約
で
約
束
し
た
例
は
他
に
な
い
。
日
本
国
は
、
こ
の
宣
言
に

同
意
し
主
体
的
に
実
行
す
る
誓
約
の
も
と
に
、
賠
償
金
な
し
と
い
う
世
界
史
的
稀
有
な
条
件
で
敗
戦
国
と
し
て
の
状
態

を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
敗
戦
後
の
新
生
日
本
国
は

「
普
通
の
国
家
」

で
は
な
く
、
世
界
人

権
宣
言
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
努
め
る
と
い
う
、
特
別
の
国
家
的
国
民
的
使
命
を
誠
実
に
果
た
す
こ
と
を
世
界
に

約
束
し
た

「
特
別
の
国
家
」

で
あ
る
。

日
本
国
が
世
界
ヘ
仲
間
入
り
の
で
き
た
恩
義
の
あ
る
世
界
人
権
宣
言
は
、
東
洋
的
に
言
え
ば
今
年
還
暦
を
迎
え
る
。

ま
た
こ
の
宣
言
は
権
利
の
自
然
法
的
由
来
を
語
る
と
同
時
に
、

そ
の
歴
史
性
を
語
る
。
す
な
わ
ち
日
本
国
憲
法
第
九
七



条
カま

「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
」
と
過
去
か
ら
現
在
へ
の
流
れ
を
捉
え
る
一
方
、
こ
の
宣
言

前
文
は

E
p
o
a仏
語
口
件
。
同
何
回
巧
。
ユ
込
山
口
当
E
n
F
『ロ
E
S
σ
巳ロ
mωω
『巳
-
o
&。
可
号
。
。
品
。
目
。
同

ω唱。ゅの}岡山口円四

σ角川出丘何回白色

D
・2
色。
B
ゅ.。
B
貯

mqmE弘
司

ω
E
E
S
σ
g口問)円。巳
mw-B。
品
川
窃
任
。

E
m
F
g
r窃沼町内伊丹目。ロ。コ
F
o
g
B
B。
ロ
唱
。
。
立
。
ヨ
「
人

類
が
言
論
と
信
教
の
自
由
、
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
の
自
由
を
享
受
で
き
る
世
界
の
到
来
が
、

一
般
の
人
々
の
最
高
の
願
い

と
し
て
宣
言
さ
れ
た
」
と
、
悲
惨
な
現
在
か
ら
将
来
へ
の
展
望
を
語
る
。
こ
の
正
し
い
歴
史
的
把
握
こ
そ
、
激
動
の
風

雪
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
還
暦
を
迎
え
る
に
至
っ
て
い
る
、
世
界
人
権
宣
言
へ
の
恩
返
し
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
宣

言
の
前
文
最
後
に
、

J
F色

ω
豆
諸
σ
可
Z
R
Eロ
m
g円
四
包
宮
内
同
位
。
ロ
宮
古
g
B
2
0
5
ω
司
ゅ
の
こ
。
ご
F
2
0
E
m
r
z
g仏

ゅ
.2品。
Bω
ョ
「
こ
れ
ら
の
権
利
と
自
由
の
尊
重
を
促
進
す
る
教
育
と
育
成
に
努
め
る
」
こ
と
こ
そ
が
加
盟
国
お
よ
び
そ

の
人
々
に
期
待
さ
れ
て
い
る
と
、
書
か
れ
て
い
る
。
日
本
国
お
よ
び
そ
の
市
民
、

そ
し
て
特
に
教
育
機
関
は
、
こ
の
義

務
達
成
に
誠
実
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。


